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官日

明
日
制
門
(
一
行
絞
機
関
の
休
日
休
刊
〉

釧
州
川
川
間
口

〔
最
高
裁
規
制
〕

む
裁
判
官
の
育
児
休
業
に
関
す
る
燦
捌
の

認
を
改
正
す
る
規
開
(
最
議
裁
就
〉

Am判
・
)

H

。
ハ
ン
セ
ン
病
問
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す

る
誌
律
施
行
線
剰
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
〈
臨
時
金
労
働
七
三
)

〔紘一 

一京〕

。
特
定
国
外
派
議
総
識
な
指
定
す
る
件

(
総
務
…
一
一
悶
〉

。
無
鶴
間
間
潔
用
規
則
郎
の
規
定
に
よ
り
、
無
鰻


均
が
間
内
規
則
的
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
困
難


で
あ
る
か
不
合
理
で
あ
る
場
合
の
当
該
無


線
局
の
通
信
方
法
の
特
例
を
定
め
る
等
の


件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
一
一
二

3
 

0
海
上
移
動
業
務
に
使
用
す
る
電
波
の
型
式


及
拡
周
波
数
の
使
用
区
倒
的
を
定
め
る
件
の


二
泌
を
改
正
す
る
件
(
間
一
一
二
ハ
)


。
海
上
無
線
続
行
業
務
に
使
用
す
る
電
波
の

型
式
及
び
馬
波
数
等
を
定
め
る
件
の
一

を
改
正
す
る
件
(
持
品
二
七
)

。
原
一
戸
籍
の
一
部
が
誠
失
し
た
件

(
法
務
二
四
七
)

O 


〔
盟
会
事
項
)	

一 

間
車
問
問
耕
一
模
開
川

ニ 

最
高
裁
判
所
銀
総
第
五
号

〔
人
事
裁
勤
〕

二
裁
判
官
の
資
児
休
業
に
関
す
る
規
制
限
の
一
部
を
改
圧
す

一
る
殺
烈
会
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

T

O
M

O

。
日
本
国
に
帰
化
そ
許
可
す
る
件

(
間
二
約
八
〉

国
会
議
事
堂
等
周
辺
地
域
〆
及
び
外
留
公
館

等
閑
沼
地
域
の
静
績
の
保
持
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
告
示
〈
外
務
一
一
六
八
)

。
特
定
強
立
行
政
法
人
等
の
労
働
関
係
に
毅


す
る
法
様
第
削
条
第
二
項
の
幾
窓
に
基
づ


き
、
不
成
十
五
年
中
央
労
働
委
員
会
告
示


第
二
吋
の
一
部
を
改
正
す
る
件


(
中
央
労
働
委
一
一
〉

。
厚
生
年
金
保
験
制
捜
及
、
び
農
林
漁
業
間
体

O
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
悶
る
た
め

の
農
林
漁
業
間
休
職
員
共
務
総
会
法
等
を

廃
ル
ん
す
る
等
の
法
律
の
総
行
に
伴
う
存
続

総
合
が
支
給
す
る
特
例
年
金
給
付
等
に
関

す
る
政
令
第
五
条
第
一
一
環
の
規
定
に
よ
る

農
林
水
産
大
販
が
指
定
す
る
法
入
品
化
指
定

す
る
件
の
二
部
を
改
正
す
る
件

O
〈
曲
一
瞬
林
水
議
八
二
三
)

。
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
(
間
八
二
回
開
)

保
安
林
の
指
定
施
業
婆
件
を
変
更
す
る
件

一
立
添
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
行

O

以

国

政

筒

裁

判

所

内
閣

(
間
八
二
五
〉 

〔
官
庁
報
告
)	  

ふ
い
裁
判
官
の
前
河
川
児
休
業
に
関
す
る
綴
則
的
の
…
部
を
改

吋
疋
す
る
綴
制
約

ニ
裁
判
官
闘
の
育
児
休
業
に
関
す
る
規
則
(
平
成
問
問
年
議
官
掛
け

閥

コ
裁
判
所
規
則
第
二
号
)
の
一
部
そ
次
の
よ
う
に
改
夜
す
る
。

一
第
五
十
二
郎
原
子
炉
主
任
技
術
者
試
験
日
答

第
一
一
条
を
削
る
。

一
試
験
の
施
行
(
文
部
科
学
省
・
経
済
蜜
業
必

一二十勾
第
一
条
の
見
出
し
そ
ヱ
法
第 

一
条
第
一
端
慌
た
だ
し
畿
の

…

公

聴

会

》
最
高
裁
判
所
綴
制
約
で
絞
め
る
特
別
の
官
事
務
ど
に
改
め
、
同

…
大
保
ダ
ム
蹴
関
係
鉱
院
禁
止
地
域
指
定
請
求

点
条
市 

「
裁
判
絞
の
育
児
休
業
に
関
す
る
法
律
(
平
成
一
二
年

一
(
公
筈
等
調
整
委
員
会
公
示
ニ
)

~
寸
法
律
第
百
十
一
号
。
以
下
「
法
い
と
い
う
。
)
」
を
「
法
い

誌
に
後
め
、
間
条
第
一
号
令
「
第
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
」

一

〔

公

告

)

お
そ
「
第
八
条
に
規
定
す
る
い
に
」
悶
刊
号
」
を
「
開
条
」
に

♂
改
め
、
日
開
条
第
一
二
問
符
ゆ
「
第
三
条
第
一
二
項
」
そ
「
次
条
第

ム
…
一
二
項
」
に
、
「
潟
裁
が
育
児
休
業
等
」
か
こ
努
児
休
業
」
に
、

…

諸

事

現

「
当
該
則
前
闘
に
基
づ
い
て
当
該
裁
判
滋
の
配
偶
者
(
当
該

一
官
庁

さ
ず
の
綴
で
あ
る
も
の
に
緩
る
。
〉
が
三
月
以
上
の
期
間
同
に
わ

一
財
団
関
係

…
…
一
一
一
た
り
お
該
子
を
常
態
と
し
て
養
育
し
た
」
を
コ
ニ
刃
以
上

一
銭
判
所

ぬ
の
期
間
関
を
経
過
し
た
」
に
改
め
、
部
門
条
そ
第
一
一
条
と
し
、

一
格
続
、
公
一
不
催
倍
、

む
同
条
の
誌
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

」
「
(
法
第
コ 

第
一
項
た
だ
し
警
の
緩
潟
数
料
判
所
規
則
で

誠
一
破
産
、
免
賞
、

に
定
め
る
期
間
〉


…
再
生
間
関
係

一
十
第
一
条
裁
判
官
の
育
児
徐
機
構
に
関
す
る
法
律
〈
平
成
三


七
一
会
社
そ
り
他

均
年
法
徐
第
百
十
…
同
時
も
以
下
「
法
」
と
い
う
。
〉
策
二
条


ぴ
第
一
項
た
だ
し
擦
の
綴
高
裁
判
所
規
則
で
絞
め
る
期
間


《
は
、
五
十
七
行
間
と
す
る
。


ぷ
第
一
一
一
条
第
三
磯
山
叩
「
第
一
条
第
一
ニ
吟
」
を
「
品
開
条
第
一
一
一


一
口
さ
に
、
「
附
親
が
育
児
休
業
枇
一
甘
い
そ
「
育
児
休
業
」
に
改

吋
め
る
。

九
一 

十
第
八
条
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
育
児
休
業
そ
し
て
い

玄
裁
判
官
に
つ
い
て
当
該
育
児
休
業
に
守
分
子
以
外
の
子

J

T
J
r	

L

T

A
m

A

一一一十

O O O O O O O
土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認

?
に
係
る
育
児
休
慾
そ
承
認
し
よ
う
と
す
る
ん
に
改
め
、
各

号
を
削
る
。

第
九
条
市
→
「
若
し
く
は
」
そ
「
又
は
」
に
改
め
、
す
〈
は

除
権
決
定
、

会
社
整
腹
、

二間一点

定
を
し
た
件

〈
関
土
交
選
五
九
三
、
五
九
部
)

留
萌
ダ
ム
の
建
設
が
潟
了
し
た
件

(
間
五
九
五
〉

航
蕗
襟
識
に
関
す
る
件

(
海
よ
保
安
庁
一
四
回 
1
一
鶴
七
〉 

滋
路
に
関
す
る
件

〈
関
東
地
方
整
備
局
一
一
六
二
、
三
六
三
〉

都
市
計
画
に
関
す
る
件

(
北
護
地
方
藤
備
局
八
八
)

道
惑
に
穣
寸
る
件

(
九
州
地
方
整
備
局
七
三
、
七
問
問
〉

灘
路
に
関
す
る
件

(
北
海
道
開
発
局
七
九
、
八 

総 

綴
一
号
に
掲
げ
る
犠
玄
関
」
を
削
る
。

A
m

O
)

O 

b 
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1!1 

国
外
派
澄
期
間
関

派
選
人
数
(
概
数
)

…

以

遠

地

域

平
成
二
十
三
年
波
丸
三
ナ
一

。
法
務
省
俊
一
一
小
第
こ
否
問
問
十
七
号

日
か
ら
平
成
二
十
一
一
杯
九
月

加
盟
明
滅
務
弱
者
合
印
有
∞
冶
口
問
附

一
日
ま
で

滅
失
し
た
た
め
、
こ
れ
を
一
再
製
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、

剛
∞
ベ

八
十
人
程
度

次
に
掲
げ
る
表
は
、
平
成
二
十
二
年
六
回
月
二
ト
八
日
中
訟
で

ア
メ
リ
カ
会
衆
衛
カ
リ
フ
ォ

に
、
潟
市
長
に
対
し
て
、
次
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ル
ニ
ア
州

一
当
該
原
戸
籍
に
関
係
の
あ
る
戸
籍
の
届
出
、
報
務
、

i

冷
却
司
前
頭
卦
華
麗
一
術
専
問
門
的
ベ

大
阪
府
線
利 
沼
市
役
所
保
存
の
次
の
原
戸
籍
の
一
擦
が

m

ー
こ
の
規
制
燃
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

(
経
過
措
讃
〉 

2

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
と
の
規
則
に
よ
る
改
正

南
部
品
別
州
幻
滅
送
球
時
間
十

学
湾
海
間
協
州
百
九
肝 

迫
∞
回
冷

。
総
務
省
傍
米
第
一
一
一
白
十
五
回
巧

Il!lコ

判
h
h

N

沙
問
料
開
ぽ 

wm

総
務
、
請
求
若
し
く
は
綴
託
そ
し
‘
又
は
戸
籍
に
記
滋

学
謀
議
ー
利
用
抑
ロ
検

る
書
類
を
提
出
し
た
務
は
、
そ
の
事
項
を
更
に

T

学
問
対
議
同
相
馬 

前
の
裁
判
官
の
育
児
休
業
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
一
一
一

級
の
削
減
定
に
よ
り
裁
判
官
が
申
し
出
た
計
一
俸
は
、
と
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
裁
判
官
の
資
児
休
業
に
隠
す
る

綴
則
第
三
条
第 

を削減、 

刊
一
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
判
官
が
申
し
出

た
計
磁
と
み
な
す
。

品
取
潟
裁
判
判
所
長
後 

無
線
局
運
用
規
制
州
(
腕
昭
和
二
十
五
年
輪
脳
波
監
現
委
員
会

申
し
出
る
之
と
。

規
則
第
十
七
努
〉
第
十
八
条
の
こ
の
規
定
に
ぷ
づ
き
、
昭

和
三
十
七
年
郵
政
翁
品
開
示
第
一
一
一
百
六
十
一
号
〈
然
線
局
運

二
前
哨
慣
に
掲
げ
る
原
戸
籍
の
勝
本
、
抄
本
又
は
際
戸
籍

用
規
制
聞
の
規
定
に
よ
り
、
無
線
局
が
同
幾
郊
の
燦
ゆ
え
に
よ

に
記
殺
し
た
事
演
に
関
す
る
証
明
警
の
交
付
を
受
け
て

る
と
と
が
医
難
で
あ
る
か
不
合
理
で
主
的
る
場
合
の
潟
絞
無

縁
側
郊
の
過
倦
方
法
の
特
例
影
後
め
る
等
の
件
)
の
一
部
俊

一
。
出
は
、
口
頭
で
も
差
し
支
え
な
い
。

次
の
よ
う
に
改
疋
す
る
。

二
府
出
の
手
続
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

ば
、
岸
和
田
市
役
所
又
は
大
阪
法
務
局
岸
和
沼
支
局
に

総

務

大

阪

原

口

一

博

照
会
す
る
こ
と
。

第
八
項
を
第
九
項
よ
し
、
第
七
市
慌
の
次
に
次
の
一
項
を

二
年
五
月
二
十
八
日

加
え
る
。

法
務
ム
八
段
千
葉
景
子

八
呼
出
符
号
が
不
明
な
船
舶
日
用
を
呼
び
出
す
必
要
が
あ

大
阪
府
浮
和
郎
市
土
生
瀧
町
七
十
六
慾
緩
数

る
と
き
は
、
呼
出
符
吟
の
代
わ
り
に
当
該
船
舶
潟
の
あ

上
聞
桝
太
朗
却 

る
船
舶
の
船
名
(
鉛
名
が
不
明
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

脅
迫
減
税
税
計
掛
川 
同
盟
一
野
樹
液
凝
鴨
吋
印
刷
棚
接

船
舶
の
遂
行
方
向
及
び
速
力
波
び
に
付
近
の
航
路
綴
織

る
お
本
国
に
帰
化
の
体
は
、
と

骨
抑
制
尚
期
制
側
口
同
的
検
品
温
臼


と
の
佼
臓
機
関
係
そ
の
他
の
当
該
紛
紛
そ
特
定
で
き
る
事

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日


項
)
後
送
帰
国
す
る
と
と
が
で
き
る
。

法

務

大

様

千

葉

景

子


勢
議
活
相
続
側
出
訳
出
判

嗣
終
判
別
海
凶
検
川
辺 

切
除

。
総
務
省
告
示
銃
一
…
百
十
六
号

険
制
品
出
問
同
然
強
目
制
作
嗣
間
四
州
司
時
議
場 

「 

聯
吋
羽 

無
線
局
運
用
規
則
〈
昭
和
二
十
五
年
額
波
鮫
灘
委
員
会

叶
市
久 々

1
・ 

ぺい
 

マ
ヌ
」 

・
礼
子 

幾
期
第
十
七
号
)
第
双
十
六
条
の
規
定
に
議
づ
務
、
昭
和
和

商
法
仏
印
刷
判
。
泊
ミ
思
決

五
十
九
年
郵
政
省
告
示
第
九
百
六
十
四
号
(
海
上
移
動
楽

翠
義
胤
湖
沼
鴨
刑
務
総
品
山
号
号
事
吋
ω
φ

榔
滋

辺 
印
印
附

務
に
使
用
す
る
電
波
の
裂
式
及
び
閥
波
数
の
使
用
反
射
を

犠
打
激
情
創
設 

明
む
辺 

昨

定
め
る
件
〉
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

∞
初

謬
}
一
…
」
行
総
総
畑
出
営
会
相

平
成
二
十
二
年
五
月
二

1
八
臼

・
ぃ 

べ
久 

斗
・
・
け ∞

除斗
い
¥
-

ヨ
蕗
葱
議
議
綿
製
品 
沸
耳
同
湖
沼 

同

貯

治

沼

山

綴
鴻
噛
郡
高
誘
拐 

令
部
海
民
間
除

H
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連
組
泌
糊
哨
吋
討
議
選
品
ベ
田
∞
酬
明
M
e
i
g
同
市
中

gh m

W

g

h
N

ω
J

除
州
市
制
認
さ
日
制
令
お
辺
川
知
悶
除

昨
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